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事務局： 

皆様、こんにちは。本日は、令和４年教育委員会７月定例会となります。傍聴者は、

おりません。それでは教育長、進行をお願いいたします。 

 

議長（教育長）： 

太田市教育委員会７月定例会を開会いたします。 

日程第２、会議録署名委員は、佐藤委員、池田委員にお願いいたします。 

次に、日程第３、教育長報告を申し上げます。 

過日の「少年の主張太田市大会」では大変お世話になりました。子ども達が思う存

分力を発揮して、自分の経験を発表することが出来ました。また、中学校では中体連

の夏の大会が始まっています。さらに修学旅行も無事に帰ってきたとの報告を受けて

おります。いろいろな意味で子ども達が体験したり活躍したりする場面が見られ、感

染対策をしながらやっていただいていることに感謝をしたいと思います。 

その中で一件、ノロウイルスが発生しました。非常に感染力が強いウイルスで、あ

っという間に広がってしまいました。過日の校長会でも、リスクマネジメントについ

てお話ししました。小さな変化を見誤らないで、常に予測しながらリスクを少なくし

ていってほしいと伝えました。これから台風等も予想されますので、災害等も含めて、

リスクを想定しながら業務上の安全管理をお願いできればと思います。以上です。 

 続きまして、教育部長から報告をお願いします。 

 

教育部長： 

 お世話になります。それでは私の方からは、最初に、今、教育長からお話がありま

したが、６月に沢野小学校で感染性胃腸炎の集団発生がありました件について、説明

させていただきたいと思っております。６月１４日から沢野小学校で発生いたしまし

た感染性胃腸炎ですけれども、発症したのは２時間目、吐き気や嘔吐を訴え早退する

児童が複数出たということです。放課後帰宅した児童や教職員からも、吐き気や嘔吐

のほか、下痢や腹痛などの症状の報告があったことから、学校は教育委員会、保健所、

学校医と協議をいたしまして、翌日の１５日から３日間、学校を休校にすることを決

定いたしました。そのあと保健所の検査、群馬県東部水道事業団による飲料水等の検

査を行ってもらいました。その結果、児童が医療機関で実施した簡易検査や有症者が

受けた保健所及び県の専門機関による検査でノロウイルスが検出されました。水道水

等の検査からは、大腸菌等の細菌類は出なかったということで、水道事業団から報告

がありました。この結果、県が原因はノロウイルスと推測されるということを、１７

日に公表いたしました。これに合わせて、太田市教育委員会も翌週の２０日から学校

を再開するという決定をいたしました。この時すでに、発症した児童及び教職員につ

いても９割が快復して、先生方はもう学校に出て来ているという状態でございました。

ただ、ノロウイルスは検出結果がすぐ出るのですけれども、細菌検査に少し時間がか

かり、どうしても発症した人数が多かったものですから食中毒の可能性も払拭しきれ
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ない状態でした。そのため、２０日から学校は再開するけれども、給食の提供はせず

に、午前放課ということで、学校の再開をさせていただきました。週が明けて２０日

になってから、県の環境衛生研究所による給食室のふき取りや保存食の検査、栄養職

員などへの細菌検査の結果が出まして、食中毒を疑うような細菌は一切検出されなか

ったということで、給食などが原因の食中毒ではないという結論に達しました。これ

を受け、翌日から給食を提供するということで、完全に学校再開ということになりま

した。この結果、県の方も、今回の沢野小学校の集団感染は、学校給食などによる食

中毒ではなく、ノロウイルス感染症の集団発生ということで、結論付けられました。

６月１４日から１９日までの発症者は、児童２８３名、教職員１９名、合計３０２名

ということが県の方からの報告となっております。ただ、集団発生の原因については、

特定されておりません。保健所からの報告では、校内にウイルスの保菌者（保有者）

がいたのではないか、その方がトイレや手洗い場の共有をしたこと、それから嘔吐し

た時の嘔吐物の始末等を先生方がやってくれたのですけれども、こういった処理の際、

また、２時間目から具合が悪い子が出ていましたので、給食の運搬や配膳時、こうい

ったところで感染が拡大したのではないかと推測されるという報告は受けておりま

す。沢野小学校では保健所と群馬県環境衛生研究所による感染症の研修を、学校が再

開した２０日の午後に職員全員で受けております。また、教育委員会はこの結果を受

け、本事案を市内全校、小・中・義務教育学校及び市立太田高校に水平展開をして、

教職員への研修と危機管理の徹底を指示しております。また、市内の小・中・義務教

育学校全校及び保護者の方全員に、一連の件について通知をお出ししております。そ

れから、昨日校長会がありましたけれども、校長会の後、当該の校長から全学校長に

報告ということで、短時間ではありますが報告会を持たせていただきました。以上が

沢野小学校のノロウイルスの集団発生でございます。今後、再びこういったことが起

きないように、校長会で指示したところでございます。よろしくお願いいたします。 

 それからもう一点ご報告なのですけれども、市議会６月定例会が６月１３日から２

９日まで開催されておりました。前回の教育委員会定例会で１１名の議員さんから教

育委員会のいろいろな方面への質問がございますということで報告させていただい

たのですけれども、実はこの席上で市長から給食費の無料化の話がありました。中学

生は１０月から、小学生については新年度から実施したいという意向が示されました。

今後、無料化に向けて事務作業を担当課が行っていくようになるかと思います。これ

に伴いまして、教職員の給食費についても検討があったのですけれども、教職員につ

きましては無料ではなくて、いただくということになりました。また、特に今、生活

物資の値上げや燃料費の高騰、ウクライナ問題等の諸課題がある中で、物価が上がっ

ており食材も高騰しておりますので、先生方にご負担をお願いできないかということ

で、昨日校長会の方でもお願いをしたところです。一食当たり５０円程度（負担増）

をお願いしたいということで、各校の方にはお願いしたところでございます。月にし

ますと小・中学校ともに１，１００円ずつ上がるようなかたちになるかと思います。

この辺につきましても、細かいところは随時教育委員会の中で報告をさせていただき

たいと思っております。私の方からは以上でございます。 
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議長（教育長）： 

ありがとうございました。 

次に日程第４、議事に入ります。本日は、協議案件が１件、事務報告が３件ござい

ます。それでは、最初に、議案第３８号「太田市生涯学習センター条例施行規則の一

部改正について」尾島地区振興課長より説明願います。 

 

尾島地区振興課長： 

「太田市生涯学習センター条例施行規則の一部改正について」【提案理由説明】 

 

議長（教育長）： 

 只今の説明につきまして、ご質疑等はございませんか。ないようですので、本案は

提案のとおりご承認ということでお願いいたします。 

 続いて、日程第５、事務報告を取り扱います。最初に、「１，０００万円以上工事請

負契約締結の報告について」学校施設管理課長より報告願います。 

 

学校施設管理課長： 

 「１，０００万円以上工事請負契約締結の報告について」【概要報告】 

 

議長（教育長）： 

只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。ご意見等がないようですの

で、次の報告事項「令和３年度学校給食費の債権放棄に係る報告について」、学校施設

管理課主幹より報告願います。 

 

学校施設管理課主幹： 

「令和３年度学校給食費の債権放棄に係る報告について」【概要報告】                              

 

議長（教育長）： 

 只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。ご意見等がないようですの

で、次の報告事項「令和４年度太田市立太田高等学校部活動成績について」、指導担当

副部長より報告願います。 

 

指導担当副部長： 

「令和４年度太田市立太田高等学校部活動成績について」【概要報告】                              

 

議長（教育長）： 

 只今の報告につきまして、ご質疑等はございませんか。ご意見等がないようですの

で、以上で事務報告を終了します。事務局より連絡はありますか。 
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事務局： 

 事務局からご連絡申し上げます。教育委員会８月定例会を８月２日 火曜日、午後

２時から、尾島庁舎教育委員会室で開催予定となっております。よろしくお願いいた

します。以上でございます。 

 

議長（教育長）： 

 以上をもちまして、本日の議事を全て終了し、７月定例会を閉会いたします。あり

がとうございました。 


